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　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共

 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築

 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解

 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。

Ⅰ.　共通事項Ⅰ.　共通事項Ⅰ.　共通事項Ⅰ.　共通事項

　週休二日の対応　週休二日の対応　週休二日の対応　週休二日の対応

適 用適 用適 用適 用 週休2日制工事の方式　又は　適用除外の理由週休2日制工事の方式　又は　適用除外の理由週休2日制工事の方式　又は　適用除外の理由週休2日制工事の方式　又は　適用除外の理由

・本工事における週休2日制工事の実施の指定については、下表のとおりとする。週休2日制工事については、「大垣市週休・本工事における週休2日制工事の実施の指定については、下表のとおりとする。週休2日制工事については、「大垣市週休・本工事における週休2日制工事の実施の指定については、下表のとおりとする。週休2日制工事については、「大垣市週休・本工事における週休2日制工事の実施の指定については、下表のとおりとする。週休2日制工事については、「大垣市週休

　2日制工事要領」に基づき実施すること。　2日制工事要領」に基づき実施すること。　2日制工事要領」に基づき実施すること。　2日制工事要領」に基づき実施すること。

　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第1号の規定による。

　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第2号の規定による。

　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第3号の規定による。

　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第4号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第4号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第4号の規定による。　適用除外　　：大垣市週休2日制工事要領第2条第2項第4号の規定による。

　発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：通期の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。

・受注者は、「建設現場の週休2日」の普及及び浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・受注者は、「建設現場の週休2日」の普及及び浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・受注者は、「建設現場の週休2日」の普及及び浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・受注者は、「建設現場の週休2日」の普及及び浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める

　求めるものではない。　求めるものではない。　求めるものではない。　求めるものではない。

　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査

・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日　条例第4号、・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日　条例第4号、・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日　条例第4号、・受注者は、下請負人を選定するとき又は資材等を調達するときは、「大垣市公契約条例」（平成28年3月24日　条例第4号、

　以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。　以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。　以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。　以下「公契約条例」という。）に基づき、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。

・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。

・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。

・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。

・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。

・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う

　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事

Ⅱ.　直接工事Ⅱ.　直接工事Ⅱ.　直接工事Ⅱ.　直接工事

 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続

　関連工事の調整　関連工事の調整　関連工事の調整　関連工事の調整 ・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。・密接に関連する次の別途工事について、当該工事関係者と工事全体の円滑な施工に努めること。

　文化財の保護　文化財の保護　文化財の保護　文化財の保護 ・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。・本工事の施工範囲内における埋蔵文化財包蔵地の有無に関する事前調査結果は次のとおり。

埋蔵文化財包蔵地の有無埋蔵文化財包蔵地の有無埋蔵文化財包蔵地の有無埋蔵文化財包蔵地の有無 備 考備 考備 考備 考遺 跡 名遺 跡 名遺 跡 名遺 跡 名

　遠隔臨場の実施　遠隔臨場の実施　遠隔臨場の実施　遠隔臨場の実施 ・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。・本工事において、大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行の対象工事の適用の有無については、下表のとおり。

適 用適 用適 用適 用

　発注者指定方式として実施する。　発注者指定方式として実施する。　発注者指定方式として実施する。　発注者指定方式として実施する。

　受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）　受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）　受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）　受注者希望方式とする。（受注者が希望する場合は実施する）

遠隔臨場の適用方式の有無　遠隔臨場の適用方式の有無　遠隔臨場の適用方式の有無　遠隔臨場の適用方式の有無　

・「大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。・「大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。・「大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。・「大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施するものとする。

・受注者希望方式は、工事契約後に発注者の承諾を得ること。・受注者希望方式は、工事契約後に発注者の承諾を得ること。・受注者希望方式は、工事契約後に発注者の承諾を得ること。・受注者希望方式は、工事契約後に発注者の承諾を得ること。

・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理

・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。

・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。

・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。

　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。

　保険等　保険等　保険等　保険等 ・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加

　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。

・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定による。

・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

仕様書仕様書仕様書仕様書

仕　様　書仕　様　書仕　様　書仕　様　書

　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称

工事場所工事場所工事場所工事場所工事概要工事概要工事概要工事概要

　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査

　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し ・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、

　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。

　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査 ・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ

　と。　と。　と。　と。

　また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。

　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契

　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分

適 用適 用適 用適 用

　調査対象　調査対象　調査対象　調査対象

項 目項 目項 目項 目

　建設発生土の　建設発生土の　建設発生土の　建設発生土の

　　　　　処分　　　　　処分　　　　　処分　　　　　処分

　石綿含有建材　石綿含有建材　石綿含有建材　石綿含有建材

　　　　の調査　　　　の調査　　　　の調査　　　　の調査

１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　

　調査対象外　　　　　※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため　調査対象外　　　　　※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため　調査対象外　　　　　※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため　調査対象外　　　　　※石綿等の粉塵が発散しないことが明らかであるため

　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等 ・施工にあたっては、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・施工にあたっては、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・施工にあたっては、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・施工にあたっては、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。

　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金

　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。

　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。

４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示

　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ

　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。

　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。

　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者

　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者

　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）

・使用する機材は揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。・使用する機材は揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。・使用する機材は揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。・使用する機材は揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。

　環境への配慮　環境への配慮　環境への配慮　環境への配慮

２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者

３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　

　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ

・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化

・使用する機器及び材料（以下「器材」という）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100・使用する機器及び材料（以下「器材」という）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100・使用する機器及び材料（以下「器材」という）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100・使用する機器及び材料（以下「器材」という）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100

　号。以下「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」という。）の基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。　号。以下「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」という。）の基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。　号。以下「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」という。）の基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。　号。以下「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」という。）の基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。

　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保 ・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項

　電気保安技術者　電気保安技術者　電気保安技術者　電気保安技術者 ・既存建築物の改修又は増築工事であって、当該建築物の電気工作物に営繕工事の保安規定とは別の保安規定が適用されている・既存建築物の改修又は増築工事であって、当該建築物の電気工作物に営繕工事の保安規定とは別の保安規定が適用されている・既存建築物の改修又は増築工事であって、当該建築物の電気工作物に営繕工事の保安規定とは別の保安規定が適用されている・既存建築物の改修又は増築工事であって、当該建築物の電気工作物に営繕工事の保安規定とは別の保安規定が適用されている

　機材の品質等　機材の品質等　機材の品質等　機材の品質等 ・使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。・使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。・使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。・使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

　なお、「新品」とは品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合　なお、「新品」とは品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合　なお、「新品」とは品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合　なお、「新品」とは品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合

　を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。　を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。　を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。　を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。

・設計図書に定める規格等が改正された場合は、監督員と協議すること。・設計図書に定める規格等が改正された場合は、監督員と協議すること。・設計図書に定める規格等が改正された場合は、監督員と協議すること。・設計図書に定める規格等が改正された場合は、監督員と協議すること。

・調合等を要する材料は、調合表等を監督員に提出すること。・調合等を要する材料は、調合表等を監督員に提出すること。・調合等を要する材料は、調合表等を監督員に提出すること。・調合等を要する材料は、調合表等を監督員に提出すること。

・使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）を、監督員に提出すること。・使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）を、監督員に提出すること。・使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）を、監督員に提出すること。・使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）を、監督員に提出すること。

・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。

・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置すること。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置すること。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置すること。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置すること。

・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。

・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。

・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)

　その他　その他　その他　その他

適 用適 用適 用適 用 項 目項 目項 目項 目

　分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）

　目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）

　書面調査　書面調査　書面調査　書面調査

　　調査の項目については、下表の通りとする。　　調査の項目については、下表の通りとする。　　調査の項目については、下表の通りとする。　　調査の項目については、下表の通りとする。

・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、下表のとおりとする。・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、下表のとおりとする。・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、下表のとおりとする。・本工事において、大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査の実施の対象内外については、下表のとおりとする。

　「まんなかﾎﾘﾃﾞｰ（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を　「まんなかﾎﾘﾃﾞｰ（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を　「まんなかﾎﾘﾃﾞｰ（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を　「まんなかﾎﾘﾃﾞｰ（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を

　や保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　や保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　や保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　や保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

・休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ・休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟに問い合わせすること。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟに問い合わせすること。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟに問い合わせすること。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟに問い合わせすること。

遠隔臨場・Web会議ｼｽﾃﾑの利用期間遠隔臨場・Web会議ｼｽﾃﾑの利用期間遠隔臨場・Web会議ｼｽﾃﾑの利用期間遠隔臨場・Web会議ｼｽﾃﾑの利用期間

　　③令和5年9月までに日本ｱｽﾍﾞｽﾄ調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本ｱｽﾍﾞｽﾄ調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本ｱｽﾍﾞｽﾄ調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本ｱｽﾍﾞｽﾄ調査診断協会に登録された者

　土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速やかに当該ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｰ更新を行うものとする。　土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速やかに当該ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｰ更新を行うものとする。　土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速やかに当該ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｰ更新を行うものとする。　土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速やかに当該ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｰ更新を行うものとする。

・本工事は、建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ（以下「ｼｽﾃﾑ」という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては・本工事は、建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ（以下「ｼｽﾃﾑ」という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては・本工事は、建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ（以下「ｼｽﾃﾑ」という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては・本工事は、建設発生土情報交換ｼｽﾃﾑ（以下「ｼｽﾃﾑ」という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては

　約書を締結し、その写し、処分状況報告書（記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書（記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書（記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書（記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。

・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、

　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。

　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事

　電気工事士　電気工事士　電気工事士　電気工事士 ・最大電力500kW以上の場合においても、電気工事士により施工を行うこと。・最大電力500kW以上の場合においても、電気工事士により施工を行うこと。・最大電力500kW以上の場合においても、電気工事士により施工を行うこと。・最大電力500kW以上の場合においても、電気工事士により施工を行うこと。

　呼び線　呼び線　呼び線　呼び線 ・長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上の呼び線を挿入すること。・長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上の呼び線を挿入すること。・長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上の呼び線を挿入すること。・長さ1m以上の入線しない電線管には、1.2mm以上の呼び線を挿入すること。

　機器姿図　機器姿図　機器姿図　機器姿図 ・姿図の形状及び寸法は、概略を示す。・姿図の形状及び寸法は、概略を示す。・姿図の形状及び寸法は、概略を示す。・姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

　電線本数　電線本数　電線本数　電線本数

　　　管路等　　　管路等　　　管路等　　　管路等

・分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、監督員の承諾を受けて変更しても・分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、監督員の承諾を受けて変更しても・分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、監督員の承諾を受けて変更しても・分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、監督員の承諾を受けて変更しても

　さしつかえない。　さしつかえない。　さしつかえない。　さしつかえない。

　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。

　金属管の塗装　金属管の塗装　金属管の塗装　金属管の塗装 ・屋外に施工する露出配管は、塗装を行うこと。なお、塗装色は監督員と協議すること。・屋外に施工する露出配管は、塗装を行うこと。なお、塗装色は監督員と協議すること。・屋外に施工する露出配管は、塗装を行うこと。なお、塗装色は監督員と協議すること。・屋外に施工する露出配管は、塗装を行うこと。なお、塗装色は監督員と協議すること。

　合成樹脂管配線　合成樹脂管配線　合成樹脂管配線　合成樹脂管配線

　ただし、金属製とする場合は当該ﾎﾞｯｸｽには接地を施すものとする。　ただし、金属製とする場合は当該ﾎﾞｯｸｽには接地を施すものとする。　ただし、金属製とする場合は当該ﾎﾞｯｸｽには接地を施すものとする。　ただし、金属製とする場合は当該ﾎﾞｯｸｽには接地を施すものとする。

・合成樹脂製可とう電線管（PF管）及び付属品は、ﾀｲﾌﾟ-25 のものを使用する。・合成樹脂製可とう電線管（PF管）及び付属品は、ﾀｲﾌﾟ-25 のものを使用する。・合成樹脂製可とう電線管（PF管）及び付属品は、ﾀｲﾌﾟ-25 のものを使用する。・合成樹脂製可とう電線管（PF管）及び付属品は、ﾀｲﾌﾟ-25 のものを使用する。

　なお、電力用位置ﾎﾞｯｸｽ類は原則として合成樹脂製とするが、ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち込み部分は金属製としても良い。　なお、電力用位置ﾎﾞｯｸｽ類は原則として合成樹脂製とするが、ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち込み部分は金属製としても良い。　なお、電力用位置ﾎﾞｯｸｽ類は原則として合成樹脂製とするが、ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち込み部分は金属製としても良い。　なお、電力用位置ﾎﾞｯｸｽ類は原則として合成樹脂製とするが、ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち込み部分は金属製としても良い。

　最上階の　最上階の　最上階の　最上階の

　　埋め込み配管　　埋め込み配管　　埋め込み配管　　埋め込み配管

・最上階の天井ｽﾗﾌﾞへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。・最上階の天井ｽﾗﾌﾞへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。・最上階の天井ｽﾗﾌﾞへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。・最上階の天井ｽﾗﾌﾞへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

　　埋設深さ等　　埋設深さ等　　埋設深さ等　　埋設深さ等

・地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6m以上とする。・地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6m以上とする。・地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6m以上とする。・地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6m以上とする。

　なお、地中配線には標識ｼｰﾄ（2倍長以上重合せ）を設ける。　なお、地中配線には標識ｼｰﾄ（2倍長以上重合せ）を設ける。　なお、地中配線には標識ｼｰﾄ（2倍長以上重合せ）を設ける。　なお、地中配線には標識ｼｰﾄ（2倍長以上重合せ）を設ける。

　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの蓋　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの蓋　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの蓋　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの蓋 ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。（例：電力、通信、電気）・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。（例：電力、通信、電気）・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。（例：電力、通信、電気）・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。（例：電力、通信、電気）

　下請負人の選定　下請負人の選定　下請負人の選定　下請負人の選定 　電力・電話の　電力・電話の　電力・電話の　電力・電話の ・電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打ち合わせのうえ監督職員と協議により・電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打ち合わせのうえ監督職員と協議により・電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打ち合わせのうえ監督職員と協議により・電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打ち合わせのうえ監督職員と協議により

　施工する。　施工する。　施工する。　施工する。　　　　引き込み　　　　引き込み　　　　引き込み　　　　引き込み

　照度測定　照度測定　照度測定　照度測定 　一般照明の照度を測定し、監督職員に報告する。（施工前、施工後）　一般照明の照度を測定し、監督職員に報告する。（施工前、施工後）　一般照明の照度を測定し、監督職員に報告する。（施工前、施工後）　一般照明の照度を測定し、監督職員に報告する。（施工前、施工後）

　発電回路ｺﾝｾﾝﾄ　発電回路ｺﾝｾﾝﾄ　発電回路ｺﾝｾﾝﾄ　発電回路ｺﾝｾﾝﾄ ・発電回路に接続されるｺﾝｾﾝﾄは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は・発電回路に接続されるｺﾝｾﾝﾄは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は・発電回路に接続されるｺﾝｾﾝﾄは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は・発電回路に接続されるｺﾝｾﾝﾄは、回路種別が識別できるものとする。なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は

　発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：週単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。

　発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。　発注者指定型：月単位の週休2日制工事（現場閉所）として実施する。

　地中配線の　地中配線の　地中配線の　地中配線の

　電動機等の接地　電動機等の接地　電動機等の接地　電動機等の接地 ・金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。・金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。・金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。・金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。

　設備機器容量等　設備機器容量等　設備機器容量等　設備機器容量等

　協議し、指示を受けること。　協議し、指示を受けること。　協議し、指示を受けること。　協議し、指示を受けること。

・本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と・本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と・本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と・本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督員と

・EM-UTPｹｰﾌﾞﾙは、使用用途が判別できるようｼｰｽ色等を変えること。なお、ｼｰｽ色は監督員と協議すること。・EM-UTPｹｰﾌﾞﾙは、使用用途が判別できるようｼｰｽ色等を変えること。なお、ｼｰｽ色は監督員と協議すること。・EM-UTPｹｰﾌﾞﾙは、使用用途が判別できるようｼｰｽ色等を変えること。なお、ｼｰｽ色は監督員と協議すること。・EM-UTPｹｰﾌﾞﾙは、使用用途が判別できるようｼｰｽ色等を変えること。なお、ｼｰｽ色は監督員と協議すること。

　既設との取合い　既設との取合い　既設との取合い　既設との取合い ・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

　仮設備工事　仮設備工事　仮設備工事　仮設備工事

　分電盤等　分電盤等　分電盤等　分電盤等

　また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、　また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、　また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、　また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、

　OA盤・端子盤　OA盤・端子盤　OA盤・端子盤　OA盤・端子盤

　こと。また、解体により発生した廃材・ｶﾞﾗ等は、極力、ﾘｻｲｸﾙに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ｶﾞﾗ等は、極力、ﾘｻｲｸﾙに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ｶﾞﾗ等は、極力、ﾘｻｲｸﾙに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ｶﾞﾗ等は、極力、ﾘｻｲｸﾙに努めること。

・本工事の分電盤・OA盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯・本工事の分電盤・OA盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯・本工事の分電盤・OA盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯・本工事の分電盤・OA盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯

・OA盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。・OA盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。・OA盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。・OA盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。

　分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P1E、200V2P2E）とする。　分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P1E、200V2P2E）とする。　分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P1E、200V2P2E）とする。　分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P1E、200V2P2E）とする。

　原則として赤色ｺﾝｾﾝﾄとする。　原則として赤色ｺﾝｾﾝﾄとする。　原則として赤色ｺﾝｾﾝﾄとする。　原則として赤色ｺﾝｾﾝﾄとする。

　特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P2E)とする。　特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P2E)とする。　特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P2E)とする。　特記なき場合、JIS協約形の1Pｻｲｽﾞ(100V2P2E)とする。

　ｹｰﾌﾞﾙ　ｹｰﾌﾞﾙ　ｹｰﾌﾞﾙ　ｹｰﾌﾞﾙ

・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに公表・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに公表・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに公表・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をｲﾝﾀｰﾈｯﾄに公表

　するように努めること。　するように努めること。　するように努めること。　するように努めること。

・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任において行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任において行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任において行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任において行うこと｡

　なお、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　なお、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　なお、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　なお、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。

　なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。　なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。　なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。　なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。

・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。なお、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。なお、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。なお、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。なお、不明な点は市監督員との協議による。

・工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要

　場合においても、工事を行うために必要な事項について、営繕工事の保安規定を準用する。　場合においても、工事を行うために必要な事項について、営繕工事の保安規定を準用する。　場合においても、工事を行うために必要な事項について、営繕工事の保安規定を準用する。　場合においても、工事を行うために必要な事項について、営繕工事の保安規定を準用する。

　目について、工事完了時までに提出することができる。　目について、工事完了時までに提出することができる。　目について、工事完了時までに提出することができる。　目について、工事完了時までに提出することができる。
　〇〇日間　〇〇日間　〇〇日間　〇〇日間

・構内敷きならし　　・構外搬出（片道運搬距離　約　　ｋｍ）搬出先　（　　　地内）・構内敷きならし　　・構外搬出（片道運搬距離　約　　ｋｍ）搬出先　（　　　地内）・構内敷きならし　　・構外搬出（片道運搬距離　約　　ｋｍ）搬出先　（　　　地内）・構内敷きならし　　・構外搬出（片道運搬距離　約　　ｋｍ）搬出先　（　　　地内）

　石綿含有建材　　　【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有建材　　　【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有建材　　　【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有建材　　　【 　　　　　　　　　　　　　　 】

　石綿含有みなし建材【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有みなし建材【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有みなし建材【 　　　　　　　　　　　　　　 】　石綿含有みなし建材【 　　　　　　　　　　　　　　 】

　調査済結果確認（令和〇年〇月末調査）　調査済結果確認（令和〇年〇月末調査）　調査済結果確認（令和〇年〇月末調査）　調査済結果確認（令和〇年〇月末調査）

・請負契約の締結日から資機材の搬入または、仮設工事等が開催されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている・請負契約の締結日から資機材の搬入または、仮設工事等が開催されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている・請負契約の締結日から資機材の搬入または、仮設工事等が開催されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている・請負契約の締結日から資機材の搬入または、仮設工事等が開催されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている

　特記事項　特記事項　特記事項　特記事項

・仮電源　（　受変電設備　・　発電設備　）　を設置すること。（停電作業時）・仮電源　（　受変電設備　・　発電設備　）　を設置すること。（停電作業時）・仮電源　（　受変電設備　・　発電設備　）　を設置すること。（停電作業時）・仮電源　（　受変電設備　・　発電設備　）　を設置すること。（停電作業時）

　期間は、現場代理人の常駐及び主任技術者、または監理技術者の工事現場への専任は要しない。　期間は、現場代理人の常駐及び主任技術者、または監理技術者の工事現場への専任は要しない。　期間は、現場代理人の常駐及び主任技術者、または監理技術者の工事現場への専任は要しない。　期間は、現場代理人の常駐及び主任技術者、または監理技術者の工事現場への専任は要しない。

令和8年令和8年令和8年令和8年

無無無無

・交通誘導員の配置は、工事期間で6人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で6人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で6人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で6人工程度とする。

・既設照明器具をLED照明へ更新するもの。・既設照明器具をLED照明へ更新するもの。・既設照明器具をLED照明へ更新するもの。・既設照明器具をLED照明へ更新するもの。
大垣市　見取町　地内大垣市　見取町　地内大垣市　見取町　地内大垣市　見取町　地内

・各部屋の使用状況の日程を確認し、できるだけ利用者に制限がないように、施工日程を計画すること。・各部屋の使用状況の日程を確認し、できるだけ利用者に制限がないように、施工日程を計画すること。・各部屋の使用状況の日程を確認し、できるだけ利用者に制限がないように、施工日程を計画すること。・各部屋の使用状況の日程を確認し、できるだけ利用者に制限がないように、施工日程を計画すること。

（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事

（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事

１／７１／７１／７１／７

　別途工事：・（補）青年の家　講堂空調機設置工事　別途工事：・（補）青年の家　講堂空調機設置工事　別途工事：・（補）青年の家　講堂空調機設置工事　別途工事：・（補）青年の家　講堂空調機設置工事

　　　　　　・青年の家　外壁改修工事　　　　　　・青年の家　外壁改修工事　　　　　　・青年の家　外壁改修工事　　　　　　・青年の家　外壁改修工事

・青年の家　外部階段塗装工事・青年の家　外部階段塗装工事・青年の家　外部階段塗装工事・青年の家　外部階段塗装工事

・講堂上部の高天井既設照明は、昇降装置も撤去すること。・講堂上部の高天井既設照明は、昇降装置も撤去すること。・講堂上部の高天井既設照明は、昇降装置も撤去すること。・講堂上部の高天井既設照明は、昇降装置も撤去すること。



（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事
令和８年令和８年令和８年令和８年

２／７２／７２／７２／７大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L

図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度

提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表

着

工

時

着

工

時

着

工

時

着

工

時

　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付

　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届★★★★★

　着工届　着工届　着工届　着工届★★★★★

項 目項 目項 目項 目

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類
　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条

完

成

時

完

成

時

完

成

時

完

成

時

★★★★★　完成届　完成届　完成届　完成届

　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内★★★★★

　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条

　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真

　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　1111
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フ

ァ
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ル

赤

フ

ァ
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フ

ァ
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赤

フ

ァ

イ
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5555

4444

　施工図　施工図　施工図　施工図

3333

2222

1111

　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式

　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式

　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）

　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書

　施工計画書　施工計画書　施工計画書　施工計画書

3333
　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）

　工程表　工程表　工程表　工程表

　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真

　完成図　完成図　完成図　完成図

　請求書　請求書　請求書　請求書★★★★★

★★★★★

　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類

　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）

2222

4444

5555

　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式

　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し

　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育

　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）

　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書

　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）

　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録

　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）

　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表

　使用材料　使用材料　使用材料　使用材料

　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）

　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事

　出来形管理　出来形管理　出来形管理　出来形管理

　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ

　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ

　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ

　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係

　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書

　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ

　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係

　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）

　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動

　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合

　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等

　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係

　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類

　その他　その他　その他　その他

　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書

　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）
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　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上

　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類

　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度

　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）

　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、

　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、

　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））

　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真

※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 

　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真

・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面

・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）

・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）

・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ

　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）

　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付

　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）

　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）
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　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）

　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付 （経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）

　R08.4～　R08.4～　R08.4～　R08.4～

　機器完成図　機器完成図　機器完成図　機器完成図

　官公署への届出書類　　※消防関係届出等(写し)　官公署への届出書類　　※消防関係届出等(写し)　官公署への届出書類　　※消防関係届出等(写し)　官公署への届出書類　　※消防関係届出等(写し)

　保証書・取扱説明書・保守管理資料　　※保証期間1年以上のもの、保証書の保証開始日は、引渡し日(完成検査合格日)　保証書・取扱説明書・保守管理資料　　※保証期間1年以上のもの、保証書の保証開始日は、引渡し日(完成検査合格日)　保証書・取扱説明書・保守管理資料　　※保証期間1年以上のもの、保証書の保証開始日は、引渡し日(完成検査合格日)　保証書・取扱説明書・保守管理資料　　※保証期間1年以上のもの、保証書の保証開始日は、引渡し日(完成検査合格日)

　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書

　品質管理　品質管理　品質管理　品質管理

　　・機器試験成績書　　・機器試験成績書　　・機器試験成績書　　・機器試験成績書

　　・工種別の品質管理資料、写真(施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ、配線・配管支持間隔等)　　・工種別の品質管理資料、写真(施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ、配線・配管支持間隔等)　　・工種別の品質管理資料、写真(施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ、配線・配管支持間隔等)　　・工種別の品質管理資料、写真(施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ、配線・配管支持間隔等)

　　　　　絶縁抵抗、接地抵抗、電圧、照度、耐圧試験等　　　　　絶縁抵抗、接地抵抗、電圧、照度、耐圧試験等　　　　　絶縁抵抗、接地抵抗、電圧、照度、耐圧試験等　　　　　絶縁抵抗、接地抵抗、電圧、照度、耐圧試験等

　　・材料承諾書（主要材料及び監督員の指示によるもの）　　・材料承諾書（主要材料及び監督員の指示によるもの）　　・材料承諾書（主要材料及び監督員の指示によるもの）　　・材料承諾書（主要材料及び監督員の指示によるもの）

   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。

   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。

(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、

　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。

(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。

(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。

(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。

(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。
(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。(6) 完 成 時 に 、 完 成 図( 設 計 図 修 正 及 び 施 工 図)A4 製 本(A3 2 ﾂ 折  ｶ ﾗ ー) を3 部 提 出 す る こ と 。

配置図兼仮設計画図・付近見取図・提出書類表配置図兼仮設計画図・付近見取図・提出書類表配置図兼仮設計画図・付近見取図・提出書類表配置図兼仮設計画図・付近見取図・提出書類表

　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付

　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付
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野球場野球場野球場野球場

陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場

北明広場北明広場北明広場北明広場

駐車場駐車場駐車場駐車場

北地区センター北地区センター北地区センター北地区センター

大垣市道　0571室村林１号線（幅員10M）大垣市道　0571室村林１号線（幅員10M）大垣市道　0571室村林１号線（幅員10M）大垣市道　0571室村林１号線（幅員10M）
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青年の家青年の家青年の家青年の家
（本館）（本館）（本館）（本館）

（研修棟）（研修棟）（研修棟）（研修棟）

NNNN

配置図兼仮設計画図　S=1/1500配置図兼仮設計画図　S=1/1500配置図兼仮設計画図　S=1/1500配置図兼仮設計画図　S=1/1500

凡　例凡　例凡　例凡　例

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

施設利用者動線施設利用者動線施設利用者動線施設利用者動線

施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線

工事関係者動線工事関係者動線工事関係者動線工事関係者動線

その他その他その他その他
　場内既設駐車場が利用可能。　場内既設駐車場が利用可能。　場内既設駐車場が利用可能。　場内既設駐車場が利用可能。
　※利用時はｶﾗｰｺｰﾝにて区画すること。　※利用時はｶﾗｰｺｰﾝにて区画すること。　※利用時はｶﾗｰｺｰﾝにて区画すること。　※利用時はｶﾗｰｺｰﾝにて区画すること。

・工事車両の駐車ｽﾍﾟｰｽについては、・工事車両の駐車ｽﾍﾟｰｽについては、・工事車両の駐車ｽﾍﾟｰｽについては、・工事車両の駐車ｽﾍﾟｰｽについては、

・産廃用ｺﾝﾃﾅ等を設ける場合には、・産廃用ｺﾝﾃﾅ等を設ける場合には、・産廃用ｺﾝﾃﾅ等を設ける場合には、・産廃用ｺﾝﾃﾅ等を設ける場合には、
　ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ等にて区画すること。　ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ等にて区画すること。　ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ等にて区画すること。　ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ等にて区画すること。
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青年の家青年の家青年の家青年の家 センターセンターセンターセンター
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北公園北公園北公園北公園

（野球場）（野球場）（野球場）（野球場）

大垣徳洲会病院大垣徳洲会病院大垣徳洲会病院大垣徳洲会病院

大垣日本大学大垣日本大学大垣日本大学大垣日本大学
高等学校高等学校高等学校高等学校

工事場所工事場所工事場所工事場所

付近見取図　S=FREE付近見取図　S=FREE付近見取図　S=FREE付近見取図　S=FREE

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.html
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図番設計監理 工事名称 図名
設計年度

（補）青年の家　照明器具更新工事
令和８年

照明器具姿図 ３／７

参考品番
FF90024K

点滅，消灯用

信号装置

誘導灯用

参考:FK11724C

FL  10W x1FL  20W x1

FL  20W x1

ｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ付

FL  20W x1

点滅式 ,両面 型 (矢印ﾊﾟﾈﾙ),中形

ｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ付

FL  20W x1

ｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ付

FL  20W x1参考品番
NNFB91625C
非常用照明

4.8V-13W x1

ﾊﾛｹﾞﾝ電球

非常用照明
K1-LRS11-2

4.8V-13W x1

ﾊﾛｹﾞﾝ電球

参考品番

＋ガード共
XND9941GSK LR9

参考品番
LLD4000N CB1

RF 100W x1
参考品番

参考:NTN88007W
参考品番

LGB52095　 LE1
参考品番

LGW51716W CF1
防湿型

参考品番
LGW51706W　 CF1
防雨型・防湿型

参考品番
ODELIC

参考品番
XL672PFVK LA9

XDL213VGN LE9
参考品番

XDL411PGN LE9
参考品番

参考品番

参考品番
XFX430KEN LE9

XFX460KEN LE9

SH1-FBC20-C
中形両面型

SH1-FSF21-BL

中形片面型
SH1-FSF20-BL

SH1-FSF21F-BL
FK02561Z（ ｶﾞｰﾄﾞ）

SH1-FBF20-BL
点滅式,片面型
SH1-FSF20F-BL

リニューアル用

(Ｕ5)(Ｕ4)

(Ｕ 3)

(Ｕ 2)

(Ｕ1')

(Ｕ 1)PO

400W x1

ﾏﾙﾁﾊﾛｹﾞﾝ灯
NLRS1-13FDL 27W x1M

LEDランプ

LK FL  20W x1FCL 20W x1JFCL 40W x1I

FL  20W x1

FLR 40W x1 LBF3MP/RP-4-20

LBF3MP/RP-2-13H'

H

b
A'

FL  20W x5F G FHF 32W x2

木製(白木)

アクリル(和紙模様入り)

LRS15-4-58FPL 36W x3E

FL  20W x2

FHF 32W x1

FHF 32W x1 LRS3-4-30

b

b

D'

D

D

C

C'

C

WP

B'

B

A'
WP

WP

A'

A

A

K1-LSS9-4-23

LSS9MP/RP-4-30
防湿型，ｽﾃﾝﾚｽ製

LSS1-4-65

LSS1MP/RP-2-14
防雨型・ｽﾃﾝﾚｽ製

LSS1-2-15

LSS9MP/RP-4-64
防湿型，ｽﾃﾝﾚｽ製

LSS9-4-65

LSS9-4-30

凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具

凡例 既設器具 更新器具

凡例 既設器具 更新器具

凡例 既設器具 更新器具

凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具 凡例 既設器具 更新器具

更新器具既設器具凡例 更新器具既設器具凡例 更新器具既設器具凡例 更新器具既設器具凡例 更新器具既設器具凡例 更新器具既設器具凡例

FLR32W x2

FLR40W x1

FHF32W x2

FLR40W x1

FLR40W x1

FHF32W x2

FLR40W x1

FLR40W x1

FL 20W x1

FLR40W x1

廊下通路誘導灯室内通路誘導灯避難口誘導灯

OD 266 030R2E

S
参考品番

屋外用
100Vコード式

AU43205L

参考品番
NNY22352+DYDX2030ﾊﾞﾗｽﾄﾚｽ水銀灯

160W x1 防雨型
ポール DYDX2309H

砂利地業

φ114.3

φ89.1

φ76.3

GL

100100 600

1
0
0

7
0
0

1
,
2
3
0

1
0
0

6
0
0

3
,
5
0
0

表面ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
(水勾配をとる)

※普通コンクリート:Fc＝21+S N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18　とする。
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図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度

令和８年令和８年令和８年令和８年
（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事 ４／７４／７４／７４／７

ステージステージステージステージステージ
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講　　　堂講　　　堂講　　　堂講　　　堂講　　　堂
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プ

ス
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プ

ス
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プ

ス
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プ

ス
ロ
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プ

玄関玄関玄関玄関玄関

身障便所身障便所身障便所身障便所身障便所

テラステラステラステラステラス

押入押入押入押入押入 踏込踏込踏込踏込踏込

和室　8帖和室　 8帖和室　 8帖和室　 8帖和室　 8帖

倉庫 (a)倉庫(a)倉庫(a)倉庫 (a)倉庫 (a)

ＵＵＵＵＵ

給湯給湯給湯給湯給湯

会議室会議室会議室会議室会議室

器具庫器具庫器具庫器具庫器具庫

講堂入口講堂入口講堂入口講堂入口講堂入口

印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫

下足室下足室下足室下足室下足室

下足入下足入下足入下足入下足入

下足入下足入下足入下足入下足入

下足入下足入下足入下足入下足入
ＵＵＵＵＵ

ＵＵＵＵＵ

ＵＵＵＵＵ

ＵＵＵＵＵ

ツツツツツ

AAAA

KKKK

×１×１×１×１

×１×１×１×１

給湯給湯給湯給湯

AAAA ×１×１×１×１

×１×１×１×１

身障便所身障便所身障便所身障便所

H'H'H'H'

AAAA ×１×１×１×１

×１×１×１×１H'H'H'H'

男子便所男子便所男子便所男子便所

H'H'H'H'×１×１×１×１

×１×１×１×１AAAA

女子便所女子便所女子便所女子便所
男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

廊下廊下廊下廊下廊下

×１×１×１×１

和室和室和室和室

FFFF

廊下廊下廊下廊下

×３×３×３×３

×２×２×２×２

器具庫器具庫器具庫器具庫

B'B'B'B'

EEEE

EEEE

下足室下足室下足室下足室

講堂入口講堂入口講堂入口講堂入口

×２×２×２×２

D'D'D'D'bbbb×２×２×２×２

倉庫４～６倉庫４～６倉庫４～６倉庫４～６

倉庫６倉庫６倉庫６倉庫６倉庫６

倉庫５倉庫５倉庫５倉庫５倉庫５

倉庫４倉庫４倉庫４倉庫４倉庫４

壁面（西）壁面（西）壁面（西）壁面（西）

HHHH ×２×２×２×２

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

SSSSS SSSSS SSSSS

SSS SS

スロープスロープスロープスロープ

IIII×１×１×１×１

倉庫(a)倉庫(a)倉庫(a)倉庫(a)

B'B'B'B' ×２×２×２×２

SSSS ×１×１×１×１

B'B'B'B'

×１×１×１×１

玄関、階段玄関、階段玄関、階段玄関、階段

Ｕ３Ｕ３Ｕ３Ｕ３

Ｕ４Ｕ４Ｕ４Ｕ４

×１×１×１×１

BBBB

ステージステージステージステージ

×２×２×２×２

１階西平面図　S=1:150１階西平面図　 S=1:150１階西平面図　 S=1:150１階西平面図　S=1:150

WWWWW

SSSSS

EEEEE

NNNNN

WWWWW

SSSSS

NNNNN

EEEEE屋外通路屋外通路屋外通路屋外通路

WPWPWPWP

屋外通路屋外通路屋外通路屋外通路

C'C'C'C' ×３×３×３×３

SSSS ×３×３×３×３

本 館 棟本 館 棟本 館 棟本 館 棟

講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟講 堂 棟

研 修 棟研 修 棟研 修 棟研 修 棟

駐 輪 場駐 輪 場駐 輪 場駐 輪 場

屋外照明配置図　S=1:250屋外照明配置図　S=1:250屋外照明配置図　S=1:250屋外照明配置図　S=1:250

１階西平面図・屋外照明配置図１階西平面図・屋外照明配置図１階西平面図・屋外照明配置図１階西平面図・屋外照明配置図

外灯外灯外灯外灯×６×６×６×６

H’H’H’H’ ×２×２×２×２



事務室事務室事務室事務室事務室

食堂食堂食堂食堂食堂

WWWWW

SSSSS

EEEEE

NNNNN

器具庫器具庫器具庫器具庫器具庫

印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫

下足室下足室下足室下足室下足室

男
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

男
子
便
所

風除室風除室風除室風除室風除室

洗面洗面洗面洗面洗面

大浴室大浴室大浴室大浴室大浴室

小浴室小浴室小浴室小浴室小浴室

脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室

宿直室宿直室宿直室宿直室宿直室
押入押入押入押入押入

廊下廊下廊下廊下廊下

青年活動室  1青年活動室 1青年活動室 1青年活動室  1青年活動室 1 青年活動室  2青年活動室  2青年活動室  2青年活動室  2青年活動室  2 青年活動室 3青年活動室 3青年活動室 3青年活動室 3青年活動室 3

洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室

軽厨房軽厨房軽厨房軽厨房軽厨房

通路通路通路通路通路

事務用倉庫事務用倉庫事務用倉庫事務用倉庫事務用倉庫

ＵＵＵＵＵ

ＤＤＤＤＤ

ＵＵＵＵＵ

下足入下足入下足入下足入下足入

下足入下足入下足入下足入下足入

ﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁ

下足入下足入下足入下足入下足入

女
子
便
所

女
子
便
所

女
子
便
所

女
子
便
所

女
子
便
所

掃除具入掃除具入掃除具入掃除具入掃除具入

身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所身障者便所

工作室(金工 ･木工兼用)工作室 (金工 ･木工兼用 )工作室 (金工 ･木工兼用 )工作室 (金工 ･木工兼用)工作室 (金工 ･木工兼用 )

棚棚棚棚棚

講堂入口講堂入口講堂入口講堂入口講堂入口

下足入下足入下足入下足入下足入
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総合防災盤総合防災盤総合防災盤総合防災盤総合防災盤
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図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度

１階東平面図　 S=1:150１階東平面図　 S=1:150１階東平面図　 S=1:150１階東平面図　 S=1:150

印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫印刷倉庫
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洗面洗面洗面洗面

HHHH ×５×５×５×５

大浴室大浴室大浴室大浴室 小浴室小浴室小浴室小浴室
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玄関玄関玄関玄関玄関

HHHH ×３×３×３×３
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食堂用倉庫食堂用倉庫食堂用倉庫食堂用倉庫

×２×２×２×２

×１×１×１×１

軽厨房軽厨房軽厨房軽厨房

WPWPWPWP×２×２×２×２AAAA
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協会用倉庫協会用倉庫協会用倉庫協会用倉庫

BBBB×２×２×２×２BBBB×２×２×２×２BBBB

事務用倉庫事務用倉庫事務用倉庫事務用倉庫外部用倉庫外部用倉庫外部用倉庫外部用倉庫

通路通路通路通路
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準備室準備室準備室準備室
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EEEE ×１×１×１×１
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玄関玄関玄関玄関
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更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室

協会用倉庫協会用倉庫協会用倉庫協会用倉庫協会用倉庫

外部用倉庫外部用倉庫外部用倉庫外部用倉庫外部用倉庫

食堂用倉庫食堂用倉庫食堂用倉庫食堂用倉庫食堂用倉庫

脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室脱衣室

令和８年令和８年令和８年令和８年
（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事 ５／７５／７５／７５／７１ 階 東 平 面 図１ 階 東 平 面 図１ 階 東 平 面 図１ 階 東 平 面 図

料理教室料理教室料理教室料理教室料理教室

SSSS ×１×１×１×１ SSSS ×１×１×１×１

廊下廊下廊下廊下

×６×６×６×６

bbbb×１×１×１×１

DDDD

DDDD

DDDD
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図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度

令和８年令和８年令和８年令和８年
（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事 ２階西平面図２階西平面図２階西平面図２階西平面図

WWWWW

SSSSS

EEEEE
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ステージ上部ステージ上部ステージ上部ステージ上部ステージ上部

講堂上部講堂上部講堂上部講堂上部講堂上部

廊下廊下廊下廊下廊下

ベランダベランダベランダベランダベランダ

ＤＤＤＤＤ

吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

物置物置物置物置物置

吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

物置物置物置物置物置

ＤＤＤＤＤ

ステージ上部ステージ上部ステージ上部ステージ上部

BBBB ×１９×１９×１９×１９

×５×５×５×５

×１６×１６×１６×１６

講堂上部講堂上部講堂上部講堂上部

LLLL

青年活動室４青年活動室４青年活動室４青年活動室４

×６×６×６×６

×６×６×６×６

青年活動室５青年活動室５青年活動室５青年活動室５

DDDD

DDDD

OOOO ×１×１×１×１

OOOO ×１×１×１×１

OOOO ×２×２×２×２

HHHH ×１×１×１×１

廊下廊下廊下廊下

bbbb×２×２×２×２A'A'A'A'

Ｕ４Ｕ４Ｕ４Ｕ４×１×１×１×１
青年活動室４青年活動室４青年活動室４青年活動室４青年活動室４

青年活動室５青年活動室５青年活動室５青年活動室５青年活動室５

青年活動室６青年活動室６青年活動室６青年活動室６青年活動室６

２階西平面図　 S=1:150２階西平面図　S=1:150２階西平面図　S=1:150２階西平面図　 S=1:150

NNNN

６／７６／７６／７６／７

青年活動室６青年活動室６青年活動室６青年活動室６

外階段外階段外階段外階段

Ｕ４Ｕ４Ｕ４Ｕ４×１×１×１×１

CH:6000CH:6000CH:6000CH:6000

CH:4000CH:4000CH:4000CH:4000

※講堂上部並びにｽﾃｰｼﾞ上部は高天井のため、ローリング足場もしくは屋内用高所作業車を使用すること。※講堂上部並びにｽﾃｰｼﾞ上部は高天井のため、ローリング足場もしくは屋内用高所作業車を使用すること。※講堂上部並びにｽﾃｰｼﾞ上部は高天井のため、ローリング足場もしくは屋内用高所作業車を使用すること。※講堂上部並びにｽﾃｰｼﾞ上部は高天井のため、ローリング足場もしくは屋内用高所作業車を使用すること。
　その際、講堂床には養生を施すこと。　その際、講堂床には養生を施すこと。　その際、講堂床には養生を施すこと。　その際、講堂床には養生を施すこと。
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図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度

A'A'A'A'×６×６×６×６

講師宿泊室講師宿泊室講師宿泊室講師宿泊室

EEEE×１×１×１×１

CCCC

MMMM

PPPP

×４×４×４×４

×５×５×５×５ ラウンジラウンジラウンジラウンジ

礼法室礼法室礼法室礼法室

CCCC

C'C'C'C'

×１×１×１×１

×１×１×１×１

GGGG ×４×４×４×４

PPPP ×１×１×１×１

男子便所男子便所男子便所男子便所 女子便所女子便所女子便所女子便所

H'H'H'H' H'H'H'H'×１×１×１×１ ×１×１×１×１

×４×４×４×４GGGG

PPPP ×１×１×１×１

×４×４×４×４

廊下廊下廊下廊下

bbbb

講師宿泊室講師宿泊室講師宿泊室講師宿泊室講師宿泊室

第２宿泊室第２宿泊室第２宿泊室第２宿泊室

第１宿泊室第１宿泊室第１宿泊室第１宿泊室

布団倉庫布団倉庫布団倉庫布団倉庫

×４×４×４×４

第１教室第１教室第１教室第１教室第１教室 第２教室第２教室第２教室第２教室第２教室

第２宿泊室第２宿泊室第２宿泊室第２宿泊室第２宿泊室

第１宿泊室第１宿泊室第１宿泊室第１宿泊室第１宿泊室礼法室礼法室礼法室礼法室礼法室

廊下廊下廊下廊下廊下 ×３×３×３×３

PPPP

GGGG

MMMM

×８×８×８×８

×１×１×１×１

×２×２×２×２

MMMM

第２教室第２教室第２教室第２教室

×３×３×３×３

第１教室第１教室第１教室第１教室

OOOO ×１×１×１×１

OOOO ×１×１×１×１

DDDD

Ｕ１′Ｕ１′Ｕ１′Ｕ１′×１×１×１×１

Ｕ２Ｕ２Ｕ２Ｕ２ ×２×２×２×２

小会議室小会議室小会議室小会議室小会議室

２階東平面図２階東平面図２階東平面図２階東平面図（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事（補）青年の家　照明器具更新工事
令和８年令和８年令和８年令和８年

２階東平面図　S=1:150２階東平面図　S=1:150２階東平面図　S=1:150２階東平面図　S=1:150
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